
令和4年度 再評価実施個所別表

(漁港整備事業 阿翁浦漁港 )

担当部課名 :水産部漁港漁場課

地区名 (漁潜・漁場名 ) 阿翁涌瀬藩

事業名 漁港整備事業

事業主体名 長崎県

再評価対象事由 事葉採択後10年を経過した手葉

事業目的 阿翁浦地区においては、水産物流通拠点として、安全・安心な水産物の流通機能の強化と災害時の陸掲げ
機能の確保、近隣離島部への航路基地の確保を図るため、防波堤等の改良を行うとともに、就労環境改善
の為、浮機橋等の整備を行う。
日比地区においては、就航環境の改善の為、浮桟橋等の整備を行う。
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962トン 1 12トン

276人 167人

変化で上下動しており、漁業後継者の減少及び漁業従事者の高齢化などによる
漁船の減少が問題となっている。

霊傭効果の発現状況
(供用開始状況等)

阿翁浦地区においては、浮機橋琴が完成し、就労環境の改善が図られた。
日比地区においては、計画施設が既に完成しており、就労環境の改善が図られた。

未着工及
び解決の

び工事運延等の理由及
見通し

阿翁浦地区の防波堤及び岸壁の一部において、未着手となつている箇所があるが、Rlに追加した施設であ
り、地元負担金等予算措置よるものであり、完成に向けて調整が整えられている。

費用対効果分析手法の活用の有無 B/C(副 回)=146 B/C(今回)=121 変動額
コスト縮減の可能性 無し

こお

(コメント)漁藩施設の質的な改晋 (藩閃膊穂、漁船係留)により漁栗従事者の安全で快適な労働環境の改善を図る。



令和4年度 第 1回
長崎県′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業

漁港-1 漁港整備事業
阿翁浦漁港

事業主体 長崎県
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阿翁浦漁港(阿翁浦地区)

阿翁浦漁港 (日 比地区)

1`審議経過

審議経過
再評価の理

由

工期 事業資
(億円)

B/C 概要
着工 完 了

当†刀

(H24新規 )
H24 R3 15,6 1.46

【阿翁浦地区】
-3m岸 壁(改良)と=150m

【日比地区】
沖防波堤 L=160m
-3m岸 壁(改良)と=75m
浮桟橋 N=10基

【堂代地区】
防波堤 L=30m
護岸 L=35m
-3m岸 壁 L=100m
糟7呂 L=350m
用地 A=1′ 200謂

第1回審議
(R4)

事業採択後
10年経過

H24 R8 18.0 1.21

【阿翁浦地区】
西防波堤 (改良) L=140m
北防波堤(改良)L=100m
護岸(改良)と=50m
-3m岸壁(改良)L=2792m
浮桟橋  N=2.0基

【日比地区】
沖防波堤 L=165m
-3m岸壁(改良)L=75m
浮桟橋 N=1.0昼
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2.目 的・事業概要

平成29年 3月 撮影

【事業目的】
・漁業従事者の就労環境の改善を図るため、潮位差に対応 した浮桟橋等や防風フェンスを

整備する。
・港内の静穏度を向上させ、出漁回数の増加を図るため、既設防波堤の延仲を行う。
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3.これまでの経緯

【事業費増】15.6億円(当初)→ 18.0億円(現行)

①就労環境の改善

就労環境改善化に対応するため、潮位差に対応出来る浮桟橋等の整備等を追加。

②防災機能の強化

県内有数の トラフグ養殖の基地港であり、被災による経済活動への影響が著しい

阿翁浦漁港において、主要な施設 (防波堤、岸壁)を現況基準に適合するよう改良
を実施。

【完了工期】R3(当初)→ 巴 (現行)

①上記整備の追加に伴い、完了工期を延伸する。
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4.事業の効果・必要性

給油用浮桟橋 利用状況 -3m岸 壁 (簡易浮体)利 用状況

陸楊用浮桟橋 利用状況
北防波堤 越波状況

・当漁港は、潮位差約3.Omであり、千潮時の準備や陸揚げに大変な労力を要 していた。
浮桟橋を整備することにより、潮位を気にせず作業が可能となり、就労環境が改善された。

・外力 (沖波)に対 して機能を満足 していない状況であり、水産物の流通拠点である当漁港
において経済損失を低減するため、主要施設について今後も改良を進めていく必要がある。

5-1.事業の進捗状況 (呂可翁浦地区)

護岸(改 良)L=50m

北防波堤(改 良)L=100m

-3m岸壁(改 良)(D)と=130m

西防波堤(A)(改 良)L=60m

浮桟橋 (A)N=1基

西防波堤(B)(改 良)L=80m

浮桟橋 (B)N=1基
‐3m岸壁 (改良)(E)L=70m

-3m岸壁(改良)L=69,2m

既に完了
した施設

事業実施
中の施設

―

H

【進捗状況】
・就労環境改善のための施設整備(浮桟橋(A)等 )が完了し、供用

を開始 しており、陸揚・給油作業等の軽労化が図られている。
・防災機能の強化を図るための北防波堤(改良)等の整備は未了
であるが、早期の完成を目指 し進捗を図つていく。

※堂代地区においては、養殖作業に必要となる施設の整備を
計画 していたが、阿翁浦地区の機能増強 (浮桟橋整備等)に
より、整備が不要となった。

平成

-3m岸壁(改 良)(H)L=10m
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5-2.事業の進捗状況 (日 比地区)

【進捗状況】                          ′
・日比地区においては、計画しているすべての施設整備が完了し、供用を開始している。
給油用の浮桟橋や休憩用の簡易浮体等を整備したことで、就労環境改善を図ることができた。
また、沖防波堤の整備により港内静穏度が向上し、安心安全な漁業活動が確保できた。

‐3m岸壁(改良)(F)L=55m ‐3m岸壁(改 良)(G)L=20m

凡 例

沖防波堤(改良)L=130m
既に完了
した施設

事業実施
中の施設

沖防波堤L=35m
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6.社会経済情勢等の変化

属地陸揚げ金額(百万円)の推移

1600
1400
1200
1000
300
600
400
200

0

ガ紳緒緒額紅豆だがちご

一 海面漁業金額(D)百万属地陸揚量

一 海面養殖業金額(け百万属地陸揚量

属地陸揚げ量仕)の推移

４。。
２００
０００
８０。
６００
４。０
刑
。

這這遥ご
一 海面漁業詳(A}属地陸揚量

一 海面養殖業計(3)属地陸揚量

日海面漁業については横ばい傾向にあるが、養殖業は増加傾向にある。
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7.事業の投資効果

◆ 費用対効果

【B/C】 1.46(当初)→ 1.21(現行)

〔費用〕
日各施設整備に要する事業費 (工事費)、 施設維持管理に要する費用

〔便益〕
口浮桟橋整備等に伴う作業時間の縮減便益、就労環境改善便益等

〔プラス要因〕
日水揚げ金額、水揚げ量の増加

〔マイナス要因〕
口事業費の増 (対象施設の追加変更、人件費などの物価上昇)

日登録漁船数の減少

◆B/Cでは計測できない効果
B漁業者の安心度の向上
口養殖増産に伴う、地元雇用者の増加
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8.対応方針 (原案 )

O阿翁浦漁港は、地域の漁港の約 3割の水産物が陸揚げされており、水産物の

生産・流通拠点となる漁港として、水産物の安定供給上、地域経済の安定上、

重要な役割を果たしている。

O災害等有事の際の水産物流通機能を確保すると共に、漁業者や市場関係者

などの経済損失を低減するため、事業の早期完成が求められている。

O養殖 トラフグの生産量は全国でも有数の生産量を誇つている。

○阿翁浦漁港からは近隣離島である黒島等を経由して松浦市御厨地区に至る

フェリーが就航 しておりt島民の生活を維持するために、港内の静穏度を

確保することが急務である。

O事業進捗率は事業費ベースで、74.4%〔令和3年度末〕となつている。

対応方針
(原案)

継続
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令和4年度 再評価実施個所別表

(漁港整備事業 星鹿漁港 )

担当部課名 :水産部漁港漁場課

地 区名 (瀬藩・漁場名 ) 星鹿漁潜

事業名 漁港整備事業

事業主体名 長崎県

再評価対象事由 事業採択後10年を経過した事業

事業目的 漁菓従事者の就労環境の改薔、作薬の安全性の確保及び所得向上を図るために、防風柵や防波堤、浮犠
橋等を整備する。

H24～ R8
1

1 円

O
O

O
O
O
O

O

O
漁

(R2港勢 )

漁業生産量 (属地 ) 284トン 2,142ト ン

102人 77人

ハ しているが、漁業従事者の高齢化などに伴い漁船数が減少している。

整備効果の発現状況
(供用開始状況等)

防風フエンスの憂偏が一部冗了しており、就労環境の改晋に繋がつている。

未着工及び工事選延等の理由及
び解決の見通し

沖防波堤 (A)の種遺変更に伴い、
対策工事が必要となつたことから、

西防波堤 (改長)についても、老朽化

費用対効果分析手法の活用の有無 B/C(前回)=298 B/C(今回)=1.59 変動額

コスト縮減の可能性 無 し

事業 る再評価の結果に基づく対応方針 (案 ) 継 続

(コメント)不亭票は水睡栗振興を日門として漁栗,者動の効率化や漁船の安全対策を図るものであり、事栗の必要性が輌E認されるため、手栗羅
続することが妥当と判断した。



令和4年度 第 1回
長臆県公共事業評価監視委員会

再評価対象事業 卜に、、

峯
＼

と

漁港-2 漁港整備事業
星鹿漁港

再評価
の理由

事業採択後10年経過

■
／

＼、

事業主体 長崎県

γ

1

1.審議経過

審議経過
再評価の理

由

工期 事業資
(億円)

B/C 棚要
着工 完了

当初

(H24新
規 )

H24 R3 11.6 2.98

西防波堤 (改良) 96m
沖防波堤 (A)40m
東防波堤 (改良) 50m
-3m岸壁 (改良) 30m
浮桟橋 1基
防波堤 40m
防波堤(改良)260m
護岸(改良)83m

第 1回審

議

(R4)

事業採択後
10年経過

H24 R8 19,0 1.59

西防波堤 (改良) 96m
沖防波堤 (A)40m
東防波堤 (改良) 50m
-3m岸壁 (改良) 30m
浮桟橋 1基
防波堤 40m
防波堤(改良)260m
護岸(改良)83m
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2.目 的・事業概要
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【事業目的】
漁業従事者の就労環境の改善、作業の安全性の確保及び所得向上を図るために、防風柵や防波堤、浮桟橋等を整備する。

3

3.これまでの経緯

【事業費増】11.6億 円(当初)
→ 19.0億 円(現行 )

①沖防波堤 (A)

当初計画では、既存防波堤の構造と同様の透過式 (杭式)防波堤で計画していた

が、沖波が増大しており透過式防波堤では港内静穏度が確保できず、不透過式 (重

力式)に構造を変更する必要が生 じ、軟弱な現地盤の改良が必要となった。

②西防波堤 (改良)

当初計画では、防風フェンスの設置のみを計画 していたが、上部コンクリー トに

ひび割れが確認されたことから、防風フェンス設置と併せて老朽化対策工事が必要
となった。                         ヽ

【完了工期】R3(当初)→ R8(現行 )

上記の工法変更や老朽化対策工事の追加に伴い、完了工期を延伸する。
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4.事業の効果・必要性

荒天時の港肉状況 岸壁での陸揚状況

〔防波堤整備による静穏度確保対策〕

静穏度が確保されていない水域がある

ため、他港や、当漁港内静穏水域へ避難

することを余儀なくされている。

防波堤を整備することにより、港内の

静穏度が確保され、避難作業が削減され

る。

〔浮桟橋整備による就労環境改善対策〕

潮位差が大きく、千潮時の陸揚作業や

給油作業において人力や陸上クレーンを

使用するなど、非効率かつ危険な作業と

なつている。
浮桟橋等を整備することにより、潮位

差に影響されることなく、効率的かつ安
全な作業が可能となる。

5

5.事業の進捗状況

種 拐嗜 所 管 事業主体 管理者 施工爆所

本 土 長崎県 長崎県 長埼県松清市二臨町

ユ虚地区水産生産と盤整備事業計コ平百国

二鹿濃港 4527010 第 2程

熙

tゝii:::|::::

【進捗状況】

防風フェンスの整備が一部完了しており、

就労環境が改善された。

■■ 事業案施中の施設

■■ 既に完了した施設

1:G,000

-3m岸整(改 良)

''‐

|

蘭
L=960m

000m

【本港地区】
(B)防波埋(改良)



6.社会経済情勢等の変化

属地陸揚量 (トン数)

2500

2000

1500

1000

500

0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 卜〔29 H30  Rl   R2

属地陸揚金額 (百万円)

生800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30  Rl  R2

海面養殖業が好調であり、属地陸揚量及び陸揚金額について、増加 している。

7

7.事業の投資効果

◆ 費用対効果 (B/C)

【B/C】 2.98(当 初)→ 1.59(現行)

〔費用〕
・施設整備に要する事業費、維持管理に要する費用

〔便益〕
・防波堤等整備に伴う荒天時の避難作業の削減、浮桟橋整備に伴う陸揚・準備等作業の労働環境の改善
〔プラス要因〕
・陸揚量、陸揚金額の増加
〔マイナス要因〕
・事業費の増、工期の延長

◆B/Cで は計測できない効果
・漁業者の安心度の向上
・養殖増産に伴う、地元雇用者の増加
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8.対応方針 (原案 )

O星鹿漁港はハマチ、マグロ等の養殖業が盛んで、地域の海面養殖業産出額の約5割 を占める

など、養殖生産の拠点漁港として、重要な役割を果たしている。

O本事業は、漁業従事者の就労環境改善、作業の安全性の確保及び所得向上を図るために、

防風柵や防波堤、浮桟橋等を整備するものであり、漁業者から早期完成が求められている。

O防風柵の整備に伴い、就労環境が改善されており、陸揚量及び陸揚金額増加に繋がつている。

O事業進捗率は事業費ベースで65.8%(12.5億円/19.0億円)(令和 3年度末)と なっている。

卜部 和 山 rr I W 越 桔 む,htt hく +小 ! 目 寺入 う●ス 生 拳 ア.ふ ス 歩 ザl、 エ  コ I妾 鈴 装 製 鋒

対応方針
(原案)
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令和4年度 再評価実施個所別表

(水産生産基盤整備事業 )

地区名 (漁港・漁場名 ) 戸辺漁潜

事業名 漁港整備事業

事業主体名 長崎県

再評価対象亭由 亭菓採択後10年経過

手栗 目的 災審発生後においても物流・人流の機能を維持し、地域経済の停滞防止や、災吾時における対応
力強化のため、陸掲岸壁や外郭施設等の防災機能を強化する。
また、定期船ターミナルを1つに集約に集約することで、利用者の向上と維持管理費の削減を図る。

H24～ R7

万

30m
Ｏ

Ｏ

Ｏ

　

　

Ｏ

　

Ｏ

Ｏ

Ｏ

100m

ノ 68m

漁業生産量 (属地) 1,326トン 377トン

人

の、海洋生物資源の保存管理法(TAC法 )に基づく、マグロ
の漁獲規制が強化された。また漁船の大型化が進み、漁業活動が効率化した。

憂偏効果の発現状況
(供用開始状況等 )

馬ノ瀬地区においては、強風、波浪時における漁業者の係船作薬、漁具の積み降ろし作業など作業
の軽労化が図られた。

未着工及び工事遅延等の理由及
び解決の見通し

壱岐島と福岡市を縮ぷ物流・人流の拠点漁港としての役割を有している当漁港において、大型台風
来襲時の人員及び水産物等の輸送機能を維持し、地域経済の損失を低減するとともに、背後集落の
安全性向上、船舶の被害減少のために、外郭施設の改良工事を追加したことから、工事期間の延伸
が必要となつた。

費用対効果分析手法の活用の有無 B/C=i35 B/Cと .ヽ14

コスト絹減の可能性 なし なし

事業主体における再評価の結果に基づく対応方針(案 ) 継続

(コメント)本手票は水産葉振興や大規模災吾への対胚、物流・人流の効率化を目的として防災滅災対策や漁葉活動の効率化を図るも
のであり、事業の必要性は確認されており、現時点で事業期間遅延の要因についても解消されていることから、事業継続する
ことが妥当と判断した。



令和4年度 第 1回
長崎県

′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業

声辺漁港

漁港-3 水産生産基盤整備事業
芦辺漁港

事業主体 長崎県

事業採択後10年経過
再評価
の理由 =▼

1

1

△ 八構

‖1特a路

魂.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業資

(億円)
B/C 概要

着工 完了

当初

(H24新規 )

H24 H28 フ.5 1.35

【瀬戸地区】
瀬戸防波堤(Ax改良)113m
‐7m航 ,各 4000∬
浮桟橋(Ⅳx移設)1基 他

他

他

【戸辺地区】
防波護岸(改良)1式

【馬ノ瀬地区】
馬ノ瀬東防波堤 98m

第1回審議|

(R4)

事業採択後
10年経過

H24 Rフ 2フ .1 1.14

【瀬戸地区】
瀬戸防波堤(Ax改良)113m
-7m航 I各 4000nl
浮桟橋(Ⅳ x移設)1基
外防波堤(改良)

北防波堤(改良) 他

他
【戸辺地区】

防波護岸(改良)1式

【馬ノ瀬地区】
馬ノ瀬東防波堤 98m 他

2

※国の事業評価実施済み



2.目 的・事業概要

芦辺地区・瀬戸地区 馬ノ瀬地区

馬ノ瀬北防波堤 (改良)い 30m
馬ノ瀬霞洋 (改 良)卜6日m

馬ノ瀬東防波堤 L38m

灘購ω 鱚醐盛

【課題①】
フェリーターミナルと高速船ターミナルが別棟となっ
ており、利便性が悪く、老朽化が進行している。
【事業目的①】
定期船ターミナルを1つに集約することで、利用者

の向上と維持管理費の削減を図る。
浮桟橋(V)L-30m

瀬戸防波堤(A)(改良)L=生

“

m
用地 (改良)A=■000m2

内防波堤(E)(改良)L=50m
,醒  (P女良)L‐lm‐7m'白 J」 Aヨ●000m2

導流堤 L=110m

腿   (P皮 良)L―

防波護岸(改良,1式
適路(Bx改良)1武
用地(改良,1式
4m岸壁(改良,生 武

【課題②】
老朽化が著しく、台風が襲来した場合、被災するおそ
れがある。
【事業目的②】
災害発生後においても物流・人流の機能を維持し、

地域経済の停滞防止や災害時における対応力強化
のため、外郭施設の防災機能を強化する。

3

3.これまでの経緯

【事業費増】7.5億円(当初)→ 27.1億円(現行)

O防災機能の強化

壱岐島と福岡市を結ぷ物流日人流の拠点漁港としての役割を有している芦辺漁港

において、大型台風来襲時の人員及び水産物等の輸送機能を維持し、地域経済の

損失を低減ずるとともに、背後集落の安全性向上、船舶の被害減少のために、外郭

施設の改良工事を追加した。

【完了工期】H28(当初)→  R7(現行)

上記の改良工事の追加に伴い、完了工期を延伸した。

4



4-1.事業の効果・必要性 (芦辺地区 B瀬戸地区)

高速船用ターミナル

高速船澤桟格

フエリー用ターミナル

高速船用ターミナル

日高速船とフェリーのターミナル機能を集約することで、
維持管理費を縮減するとともに利用客の利便性を向上
を図る。

日導流堤及び肉防波堤 (E)の整備を行うことで、船体が

軽量な高速船接岸時の安全性向上を図る。

5

4-2.事業の効果 L必要性

荒天時における越波状況 荒天時における波の侵入状況

・近年、大型化している台風等の波浪に対す
る施設機能が不足しており、また老朽化も
進行していることから、倒壊するおそれが
ある。

B港内静穏度が向上することで、出漁日数が

増加し、漁獲量が増加する。

D強風、波浪時における漁業者の係船作業、
漁具の積み降ろし作業など作業の軽労化
や安全性の向上が図られる。

6



5.事業の進捗状況

芦辺地区、瀬戸地区 事業進捗 :76.0%120.6億 円/27.1億〕(令和3年度末〉

※馬ノ瀬地区は整備済み

蹄 ω 硼 堪

澤機構(V)L=30m

瀬戸防波堤(A)(改良)L=114m
用地(改良)A=■000m2

内防波堤(EX改 良)L=50m
】W赦堤(P友良)日 (Bれ‐7m泊地 A〓4000m2

導流堤 L〓 110m

魏   (P皮良)L―

凡 例
防波護岸(改 良)1式
道路(B)(改良)1式
用地(改 良)1式
4m洋壁(改良)1式

既に完了
した施設

事業実施
中の施設

7

6.事業の投資効果

◆費用対効果(B/C)

【B/C】 1.35(当初) 1.14(現行 )
→

〔費用〕`

・施設整備の要する費用、維持管理に要する費用

〔便益〕
・防波堤整備に伴う背後地の家屋等の漫水被害の削減及び漁船被害の回避

〔プラス要因〕
・防波堤整備に伴う便益の追加

〔マイナス要因〕
・事業受の増
ロエ期の延長

◆B/Cでは計測できない効果

・漁業者の安心度の向上

8



7.対応方針 (原案 )

0当漁港は生産の拠点及び離島航路の拠点として重要な役割を果たしている。

O島民のライフラインを維持し、地域経済の損失を低減するため、残事業についても

地元から早期完成が望まれている。

O事業進捗率は事業費ベースで 76.0%[20.6億 円/27.1億](令和3年度末)となつている。

上記理由により、整備効果が十分に見込まれる事業であることから、引き続き継続

対応方針

(原案)

9



令和4年度 再評価実施個所別表

(水産流通基盤整備事業 )

地区名 (漁潜・漁場名) 新獅子瀬藩

事業名
‐
展山漁村地域整備交付金事業 (漁港関連適整備事業)

平戸市事業主体名

事業採択後10年経過再評価対象事由

睡絹された漁獲物を激速するにあたり、荷捌所から群椒遍二径までの道路が見通しが悪く幅員が狭隆て
あるため、活魚車が近行する際には、細心の注意を行つているものの、常に事故等が危惧されてお
り、地域住民の不安要素となつている。道路整備を行うことで、漁獲物の安定供給を可能にするととも
に、地区住民が安心して生活できる環境を整える。

事葉目的

R7

31

O

1

402.3トン 5232トン

28人

飯良漁港・春日漁港・高越漁港)を合併し、新獅子漁港となつた。陸協の集
約を行い、 外への出 るヽ。

竪循効果の発現状況
(供用開始状況等)

H30年度末までにL=310mの遍路憂備が死厩しており、安全な更通が確保されている。

禾看工及び工事選建等の理口及
び解決の見通し

用地買収において、相観人多数につき取得困難な土地があり契約事務に運延が生じている。

費用対効果分析手法の活用の有無 B/C=i39 B/C=1,刊
コスト緒減の可能性 なし なし

く対応方針 (案 ) 継 続

(コメント)本事葉は水腫栗振興を目的として漁栗活動の効率化や地域住民の安全確保を図るものであり、甲栗の必要性は確認されてい
る。事業を継続し早期完成することが妥当と判断した。



令和4年度 第 1回
長崎県

′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業

漁港

農山漁村地域整備交付金事業 |
4 (漁港関連道整備事業)   |

(新獅子地区)       
―

事業主体 平戸市

再評価
の理由

事業採択後10年経過

1

1.審議経過

工期

着工 完了

事業資
(億円)

B/C審議経過 再評価の理由 概要

(H24新規 )

当初 H24 H28 3.フ 1.39 道路 (W=5.5(6.6)m) L=600m

第1回審議

(R4今回)

事業採択後
10年経過

H24 Rフ 3.1 1.11 道路 (W=4,0(5,0)m)L=634m



2.目 的 B事業概要

道路 L=634m(W=4.0(5,0)m)

【事業目的】
当漁港から主要道路までの道路が狭陰で屈曲部が多く、漁旋物の円滑な輸送に支障をきたしているため、既設の道路

改良を行うことで水産物の流通環境の改善を図るものである。

3

3.これまでの経緯

【事業費減】3.7億 (当 初)→ 3.1億 (現行)

①計画法線の変更

景観条例により、一部バイパス案から現道
拡幅に変更及び計画幅員の変更
(当初)L=600m(W=5.5(6.5)m)

(変更)L=634m(W=4.0(5.0)m)

②事業費の減
バイパス部に大型構造物を予定していたが、
不要となつた。

【完了工期】H27(当 初)→ R7(現行)

O相続人多数の用地や相続人との交渉が

難航している用地があり、用地取得に不測
の日数を要するため工期を延伸する。

4

道路 卜630m(旧計画)

道路 L=634m(新 計画)



3.これまでの経緯 (計画変更について)

◇計画法線及び幅員の変更について

(当初)L=600m(W=5.5(6.5)m)
(変更)L=634m(W=4.0(5,0)m)

当初計画では、現道拡幅キー部バイパスとしていたが、当該路線のある地域が重要文化的景観

区域に指定されたため、景観部局との協議を行つた結果、現状に対する大きな改変が不可となった
ことから、バイパス案を現道拡幅とし、幅員については車両通行の際に離合可能な最低幅員W=4.0

(5,0)mとした。

重要文化的景観区域に指定されている理由は以下のとおりである。

かくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島嶼の制約された条件下で継続的に行われた開墾及び

生産活動によつて形成された棚田群や人々の居住地によって構成される独特の文化的景観を保全

活用していくため。

5

4.事業の効果・必要性

0新獅子漁港は、近隣漁港の水揚げ及び給油基地と

して漁業活動の拠点となっており、重要な役割を担つて

いる。漁獲物は県内の市場のほか、福岡や関西方面
への出荷も行われている。

O漁協所有のトラック等が通行する当漁港から主要地

方道までの唯―の道路が狭隆であり、カープが多く見
通しが悪いため円滑な移動 T輸送に支障が生じている。

O当該道路は地区住民にとっても生活道路として重要

な道路であり、漁業関係車両の通行の際は細心の注

意を払つてはいるものの、高齢者や児童等の地区住民
との交通事故が危惧されている。

整備前

整備後

0当該道路の改良は、漁獲物の流通及び漁業用資材
の輸送の合理化につながる。

O地区住民の交通の安全性が確保され、漁村環境の
改善に資することができる。

6



5.事業の進捗状況

事業進捗 :77.4%p40百万円/310百万円](令和3年度末)

〕i子 漁 潜

整備済

7

6.事業の投資効果

◆ 費用対効果(B/C)

【B/C】 1.39(当 初)→ 1.11(現行)

〔費用〕
日道路整備に要する事業費(工事費、用地費)、 道路維持管理に要する費用

〔便益〕
・通行車両の走行時間短縮、通行車両の走行距離削減

〔プラス要因〕
・事業資の減

〔マイナス要因〕
・工期の延長
・整備延長の延伸

◆B/Cでは計測できない効果
・地域住民の安全性向上

8



7.対応方針

0新獅子漁港は、近隣漁港の水揚げ及び給油基地として漁業活動の拠点となつており、重要な役
割を担つている。

OH24からH30までに、L=310mが完成し、随時供用開始している。完成区間については、安全な通
行が行われており、地元漁協及び地域住民からは、残事業区間の早期完成が望まれている。

0事業進捗率は事業費ベースで 77.4%1240百万円/310百万円](令和3年度末)となっている。

上記理由により、整備効果が十分に見込まれる事業であることから、引き続き継続

対応方針
(原案)

9

継続



令和4年度 再評価実施個所別表

(農山漁村地域整備交付金事業 )

担当部課名

為石漁港海岸地区名 (漁藩・漁覇名 )

事業名 農山漁村地域整備交付金事業 (海岸高潮)

事業主体名 長崎市

再評価対象亭由 事業採択後10年経過

甲栗 目田 既存の護岸直背後に主要地方道野母崎福線があり、さらにそれに面して民雰が留累しているが、近
年の台風時には越波が発生し、道路の冠水や隣接家屋等に被害が生じている。このことから、越波防
止を目的に離岸堤を新設することにより、背後集落の生命財産を保全し、海岸保全区域全体の安全
性向上を図るものである。

生産量 (属地)

4

O

533トン

び市民の生命・財産を害する懸念がある。

84人

438トン

令和3年度末までに離岸堤の一部が完成しており、背後栗落の荒天による被署も軽減し、幹線遍路
の通行止めも発生していない。

墾偏効果の死現状況

(供用開始状況等)

未着工及び工事選延琴の理由及
び解決の見通し

厠エヤードや残土倣直き時の lF栗琴について、′漁栗者との調蟹に刃l間を妥したため。

B/C=33.42 B/C=23.27費用対効果分析手法の活用の有無

なし なしコスト縮減の可能性

継 続事業主体における再評価の結果に基づく対応方針 (案 )

る能力向上により、背後栗落の生命財屋を保全し海岸保全区域全体の賢全性同上、胃面遍路に対する

水産業従事者からは、整備促進の要望を受けてし
ら継続して対応する。

する事業であり、地元である為石小学校区連合自治会や水揚場を利用する
るヽ。事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれることか

(コメント)

復に寄与



令和4年度 第 1回
長崎県

′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業
芦

少

5漁港
農山漁村地域整備交付金事業
為石漁港海岸離岸堤

事業主体 長崎市

再評価
の理由

事業採択後10年経過

1

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業資

(億円)
B/C 概要

着工 完 了

当初

(H24新規 )

H24 H29 10.0 33.42 延長=150m

第 1回審議

(R4◆回)

事業採択後
10年経過

H24 R8 16.0 23.27 延長=150m

2



2.目 的・事業概要

0事業の目的
既存の護岸直背後に民家や事業所が密集しており、近年の台風時には

越波が発生し隣接家屋等が床上浸水や家屋破損等の被害が生じている。
越波防止を目的に離岸堤を新設することにより、背後集落の生命財産を

保全するものである。

3

薄儀洋堤
L=150m

3.これまでの経緯

【事業費増】10.0億円(当初)→16.0億 円(現行)

①プロック製作ヤードの変更

当初、為石漁港においてプロック製作を行う予定であつたが、実施に当たり
地元住民からの反対があつたため、長崎港 (神の島)や野母漁港等の遠方の
ヤードにて製作を行つたことにより、ブロック製作において運搬費が増額となつた。

【完了工期】H29(当 初)→里 (現行)

①製作ヤードの変更に伴う事業費の増により、完了工期を延伸する。

4



4.事業の効果・必要性

0台風時には越波が発生し背後集落の家屋破損等の被害が生じている。

事業箇所

t‖

5

ヽ

背後集落

譴波状況

平成30年 7月

被災状況
平成18年9月

5.事業の進捗状況

＼

つ

。
　
　
。

事業進捗:29,4%14.702億 円/16.000億](令和3年度末)
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赤 :整備済
青 :未整備

０
。
　
　
　
中



6.事業の投資効果

◆ 費用対効果

【B/C】 33.42(当初)→23.27(現行)

〔費用〕
日離岸堤整備に要する事業費 (工事費、用地費)、 離岸堤維持管理に要する費用

〔便益〕
色荒天時の背後集落の生命財産を保全、背面道路に対する被害減少効果

〔マイナス要因〕
B事業費の増
L工期の延長(工事進捗の遅れ)

7

7.対応方針 (原案 )

O荒天時の越波に対する能力向上により、背後集落の生命財産を保全し、背面道路の
被害を減少させる事業である。

O地元である為石小学校区連合自治会や野母崎三和漁協及び水産業従事者からは、整備
促進の要望を受けている。

対応方針

(原案)
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